
 

保護者のみなさまへ 

 
行田市教育委員会 

 

行田市では、経済的理由により教育費の支払いにお困りの保護者に対し、学用品費や給食費等の代金 

の一部を援助する制度「就学援助」を実施しています。 

 下記①から⑦のいずれかの理由に当てはまり、就学援助を希望される方は、このお知らせをよくお読 

みいただき、教育委員会へお申し込みください。 

なお、継続して援助を希望する場合でも、毎年度申請が必要となります。 

 

１ 補助の対象となる方  【前年度又は当該年度に申請理由①～⑥に当てはまる方】 

申請理由 理由を証明する書類（コピー可） 

①児童扶養手当を受給している（児童手当とは異なります） 児童扶養手当証書のコピー 

②市民税が非課税である （世帯全体） 

市民税・県民税非課税証明書 

（所得割・均等割ともに非課税であるも

の） 

③個人の事業税が減免されている 減免通知書 

④固定資産税が減免されている 減免通知書 

⑤国民健康保険税（料）が減免または徴収猶予されている  

 国民年金保険料が減免されている 

国民健康保険税（料）減免通知書 

国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書 

⑥生活保護が停止または廃止になった 原則として不要 

⑦上記①～⑥の理由には当てはまらないが、 

世帯の所得金額と生活に必要な金額の状況により、就学援助を受

給することが認められる方  

＜就学援助が認定となる所得基準額（目安）表＞ 

世帯人数 世帯構成 
所得基準額 

（目安） 

２人 父または母（30歳）、子（9歳） ２１０万円以下 

３人 
父（30歳）、母（30歳）、子（9

歳） 
２８０万円以下 

４人 
父（40歳）、母（40歳） 

子（14歳、9歳） 
３６０万円以下 

５人 
父（40歳）、母（40歳） 

子（16歳、14歳、9歳） 
４１０万円以下 

６人 

祖父または祖母（60歳）、父（40

歳） 

母（40歳）、子（16歳、14歳、9

歳） 

４７０万円以下 

◎判定は、同居者全員が生活するために必要な金額を考慮した上で行い

ますので、この表は大まかな“目安”としてご理解ください。 

令和８年１月２日以降に行田市に転入

した方、又は別居中の家族（単身赴任等）

が市外に居住している場合は、働いてい

る方全員分の令和７年中の所得を証明

する書類（令和７年源泉徴収票の写し、

令和７年分確定申告書第１表第２表の

写し、令和８年度住民税課税(非課税)証

明書）を添付してください。 

※令和８年度住民税課税(非課税)証明

書は令和８年６月頃から取得可能とな

りますので、ご注意ください。 

 

＜所得金額とは＞ 

◎給与所得の方は、源泉徴収票の 

「給与所得控除後の金額」です。 

◎事業所得の方は、確定申告書の 

「所得金額の合計」です。 

◇証明書類は、原則として保護者である父母２名分が必要です。（ひとり親家庭等の場合を除く） 

◇住民票上の世帯において、祖父母や兄姉等と同一世帯となっている場合は、その方の証明書類も必要

ですので御注意ください。 

◇資産の保有状況、親族からの援助状況などによっては、援助の対象とならない場合があります。 

◇生活保護を受給中の方は申請不要です。 

裏面あります 



 

２ 提出書類および申請書等の配布について 

２ 提出書類および申請書等の配布について  

【提出書類】 

 ①就学援助費支給申請書（兄弟姉妹が別々の小･中学校に在学する場合は学校ごとに申請書を提出） 

  ②口座振替依頼書（１世帯につき１部） 

  ③通帳（表紙を開いた見開き部分）のコピー 

 ④理由を証明する書類（コピー可）→ 表面「１ 援助の対象となる方」を参照してください 

  ※提出書類①、②の書類につきましては、行田市のホームページ、各学校、行田市教育委員会 

教育総務課（産業文化会館管理棟３階）にて取得してください。 

 

３ 提出先  

  〒361-0052 

  行田市本丸２－２０（産業文化会館管理棟３階） 

  行田市教育委員会 教育総務課 総務担当  

 

４ 支給等について  

  就学援助費は指定された口座に振り込みます。認定となった方には、援助を受けられる項目や、支

給時期等について別途通知します。 

 

【参考】令和８年度就学援助費支給限度額（年額） 

項  目 小 学 校 中 学 校 

学用品費・通学用品費 
第１学年   １１，６３０円 

その他の学年 １３，９００円 

第１学年   ２２，７３０円 

その他の学年 ２５，０００円 

新入学児童・生徒学用品費 

（次年度第１学年のみ） 
６４，３００円 ８１，０００円 

校外活動費（宿泊を伴わないもの）  １，６００円  ２，３１０円 

校外活動費（林間学校） １５，０００円 ３０，０００円 

修学旅行費 ２２，６９０円 ６０，９１０円 

学校給食費 給食費無償化に伴い、支給なし 実費分 

 

 

【問い合わせ】               

行田市教育委員会 教育総務課 総務担当  

電話 048－556－8311  


